
【別紙】検査の確認内容・方法  

（１）ワクチン接種歴  

① 確認内容 

・事業者は、予防接種済証等（接種証明書、接種記録書等を含む。以下同 じ。）により、

利用者が２回接種を完了していること、２回目接種日から 14日以上経過していることを確

認する。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可とする。 

 

・上記の確認の際には、身分証明書等により本人確認を行う。 

  

・接種証明書には、電子的なワクチン接種証明書、在日米軍による接種を受けた在日米軍

従業員に対して防衛省が発行するワクチン接種証明書、臨床試験参加者に対して厚労省が

発行するワクチン接種証明書や海外在留邦人等ワクチン接種事業により接種を受けた者に

対して外務省が発行するワクチン接種証明書等を含む。  

 

・外国政府等の発行した接種証明については、別に定めるワクチンであり、氏名、生年月

日、ワクチン名又はメーカー、接種日、接種回数のすべての事項が日本語又は英語表記さ

れているものに限り、可とする。 

 

 ② 有効期限  

・上記の確認に用いる予防接種済証等の有効期限は当面定めない。  

 

（２）検査結果 

検査結果については、PCR 検査等（LAMP 法等の核酸増幅法、抗原定量検査 を含む。以

下同じ。）が推奨される。無症状者（本人が症状に気づかない場合を含む）に対する抗原定

性検査は、確定診断としての使用は推奨されないが、無症状者の感染者のうちウイルス量

が多いものを発見することにより、場の感染リスクを下げうるとの考え方に基づき、事前

に PCR 検査等を受検することができない場合にも対応する観点から、抗原定性検査も利

用可能とする。それらの確認内容・方法等は以下のとおりとする。  

 

なお、未就学児（概ね６歳未満）については、同居する親等の監護者が同伴する場合には、

行動制限を緩和する上で、検査を不要とする。 

（６歳以上 ～12 歳未満の児童については、検査結果の陰性の確認が必要。）  

 

 



 

ⅰ）PCR 検査等の検査結果の確認 

 

 ① 確認内容 

・事業者は、PCR 検査等について、医療機関又は衛生検査所等（厚生労働省において「自

費検査を提供する検査機関一覧」として別に公表されている検査機関が推奨される。）が発

行した結果通知書等により、利用者の検査 結果が陰性であることを確認する。その際には、

身分証明書等により本人確認を行う。 

 

・結果通知書等には、受検者氏名、検査結果（陰性・陽性）、検査方法、検査所名、検査日、

検査管理者氏名、有効期限を記載する。 

 

 ② 有効期限 ・上記の確認に用いる検査結果の有効期限は、検体採取日より３日以内とす 

る。 

 

 ③ 検査に関するその他の事項・検査に使用する検体は、鼻咽頭ぬぐい液又は唾液とし、

検査試薬については、薬事承認等されたものを使用する 
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